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崎市公共交'総合計画()

1 長市公共交通合計画

策定の目的

長崎市では、路論泉ノ(ス、路面電車、鉄道などの公共交通機関が日常の市民の移動を支えて

いますが、一方で、その利用者数は減少しており、持続可能な公共交通機関へと転換してぃ

く必要があります。

そこで、公共交通ネットワークのあるべき姿を明らかにするとともに、行政と事業者や関

係者が連携・協力し、取り組むべき方向性を示すものとして、「長崎市公共交通総合計画」を

策定します。

展開

2 位置づけ

「長崎市都市計画マスタープラン」で示す将来のまちの形『ネットワーク型コンパクトシテ

イ長崎』の『ネットワーク』の部分に関する計画として位置づけます。

本的な方針について

)の概要

公共交通総合計画

長崎市第四次総合計画

(目標年次:令和2年度)

即す

※現在、国において地域公共交通活性化再生法に基づ

く新たな計画制度を検討中

新たな制度にあわせて、「独占禁止法」や「道路運

送法」の見直しも行われる見込み

【コンパクト】

長崎市立地適正化計画
(平成30年度策定)

(目標年次:令和 17年度)

長崎市都市計画マスタープラン

(平成28年度策定目標年次:令和 17年度)

の位付け

都市画区域マスタープラン

(長崎県)

即す

関連計画】

・長崎市パリアフリー基本構根

・長崎市地球温暖化対策実行計画

・長崎市観光振興計画2020

長崎市立ノ」学校・中字校1」おける規模の

適正化と適正配の基本方針なと

3 対象区域

本計画は、長崎市全域を対象とします。

連携

4 計画期間

本計画の計画期間は、「長崎市都市計画マスタープラン」や「長崎市立地適正化計画」に合わ
せ、令和17年度までとし、概オ急5年ごとに見直しを行います。

【ネットワーク】

整合

^^^^^^^^^^
今回計画

地 公共交通網形成計画
(地域公共交通計画※)

展開

地域公共交通再実施画
(地域公共交通利便進※)

の
(



Ⅱ公共交通を取り巻く状況

1 人口減少と少子・高齢化の進行 ■人口の推移
t,'」
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は約30ツ0、令和17年度は約40%と予想さ
生産年酢人口 16~64虚年少人口 0-14鼠れています。

2 自家用車依存率の上昇

.人口が減少するなかで、自動車保有台数は近年増加傾向にあり、市民の交通手段も自家用車

利用の割合が徐々に高くなっています。

■市民の利用交通手段
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増加傾向にある交流人口
交流人口は、平成23年度以降増加傾向にあり、九州新幹線西九州ルートや交流拠点施設の完

成も控え、今後も拡大が見込まれます。

環境問題の顕在化・深刻化
長崎市地球温暖化対策実行計画において、温室効果ガス総排出削減に向け交通分野も積極

的な取組みが求められています。

公共交通維持に係る補助金の増大

長崎市において、健全で安定的な行財政運営を行っていくには、人口減少・高齢化が他都市

に先行して進んでいることから、一層の自主財源の確保等が求められる中で、コミユニティ

バスや乗合タクシーなどでは、利用者の減少に伴い補助額が年々増加しています。
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Ⅲ公共交通の現状

1 運行エリア

・路捌(スは市内全域で、路面電車、鉄道及び航路は市内特定エリアで運行(運航)され、公

共交通機関の徒歩圏人ロカバー率は約80%です。

・路線バスで対応できないエリアの一部で、コミユニディバスや乗合タクシーなどを運行して

います。

2 運行本数

外海、琴海(村松地区以北)、伊王島、高島地区以外の生活地区と都心部とを結ぶ路御(ス

は、概オヨ、30分に1便以上が確保され、都心、部を中心に運行系統が重複してぃるエリアは、

特に、高頻度で運行されています。

路掬(スは4社局により運行されていますが、一部区間で競合する路線が存在しています。

3 利用状況

・市民の4ヂ血が日常的に公共交通機関を利用しており、必要不可欠な移動手段となっています

が、全体として利用者は減少傾向にあり、特に、路線ノ(スとタクシーの減少が顕著です。

・中心部から離れるに従い公共交通機関を利用しない傾向にあります。

・人口の減少率よりも公共交通機関利用者の減少率が上回ってぃます。

・放射型路翁腎岡により、運行系統が重複する中心倍β付近では乗車率が低い傾向にあります。

・各生活地区からの移動先は、全体的に都心倍βへの移動が多い傾向にありますが、都心部から離

れた地区では、地域拠点(住吉・矢上・江川周辺)への移動割合が高まる傾向にあります。

・サービス面では「便数」や「移動時間」が重視されています。

公共交通機関のカパー状況 ■主要地点間の運行便数(平日)
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4 経営面

各交通事業者は、赤字路線を黒字路線の収益で補い運行していますが、現在は、運輸部門の

赤字をそれ以外の収益で補いながら路線の維持を図るという状態が続いています。

路捌(ス利用者が減少している中、路線バスの運転キロ数は、ほぽ現状維持で推移していま

す。

長崎市内の公共交通機関の運転手は不足しており、高齢化も進んでいます。

コミユニティバスや乗合タクシーはほとんどが赤字運行となっています。

■主要地点間の公共交通利用者数(平日)■公共交通利用者数推移
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Ⅳ公共交通に関する調査・分析

1 将来シミュレーション

・公共交通利用者の減少率は、人口の減少率よりも高い割合で推移してぃくことが見込まれま

す。

・'収入は現在比で人口減少率ベースでは年間9億円程度(利用者減少率ペースでは年間33

億円ネ呈度)の減収が見込まれます。

■長崎市の人口と公共交通利用者の減少率の推移(H24=0.0ψ0)
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V これからの公共交通に向けて

1 目指す姿

持続可能な行形態となつている目指す姿1 各の公共

市民生活や都市活動を支える重要な移動手段であることからも、持続可能なものでなけれぱ

なりません。

点間の移を支えるサーピスレヘルが保たれている目す姿2

長崎市が目指す、コンパクト&ネットワークの都市構造は、都心部と地域拠点、生活地区が

連携しながら一体的に機能する必要があり、公共交通はその移動を支えなけれぱなりませ

人,。

内の移動手段が確保されている目指す姿3

.地域での暮らしを支え、都心部や地1或拠点のサービスを受けるためには、必要な移動手段が

確保されなければなりません。

目指す姿4 都市の活性化に

・生活を支えること以外にも、観光、

交通でなけれぱなりません。

2 目標

.立地適正化計画の居住誘導区で、公共交通徒歩囲人ロカバー率9096崇を持する

.辺区城では、地域の実情にあつた移サービスを確保する

※公共交通のサービスフk進の目安である公共交通利便区域(長崎市の定義:1鉄道駅及び路面電車電停か

ら半径50om圏内又は 1日30本(平日)以上運行されているバス路線の沿線30om (平均勾配10度

以上は 150m)圏内の区域)の人ロカパー率は居住誘'区域内で現況 92%であり、公共交通のサーピ

ス水準を将来も維持する考えから、カバー率90%を目標としている

3 課題と課題解決の方向性

課題解決の方向性課題目指す姿

各種の公共交通が
、

持続可能な行形

、態となつている

献する行形となつている

産業、都市の発展に必要な様々な移動に対応できる公共

拠点間の移動を支

えるサーピスレベ

ルが保たれている

地域内の移動手段

が確保されている

●利用者の減少

●運転手不足の深刻化

●需要と供給のアンパランス

(特に中心部が供給過多)

●移動に長時間を要する地区の存在

●減便や路線廃止の可能性増大

②公共交通サービス

の向上

都市の活性化に

献する行形態と

なっている

●公共交通が利用レにくい地域の存在

●減便や路線廃止の可能性増大

●収支のアンバランス

●大型事業で人の移動に変化

●路線バスは観光客にとってわかりづ

らい
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公共交通空白地域

の拡大抑制・解消

ψ

既存路線の効率

化・見直し



4 対応策

川 既存路線の効率化・見直し

幹線

求める機能】
●需要と供給のバランスが取れつ
つ、都市活動が円滑に行えるサー

ピスが提供されてぃる

【対応策】

●各生活地区の人口規模等に応じた便

数などのサーピス水準を設定する

●競合路線における事業者間の調整を
促し、路線の効率化を図る

●都心部などの運行系統の幅襲を解消
する

■速達性や定時制などの向上により利
用者の減少を抑制する

※1:各生活地区と都心部・地域拠点を結ぶ路線
※2:幹線に接続する路線・地区内の移動を支える路線
※3:補助金によるバスや乗合タクシーに限らず、地域でのタクシー乗り合わせや公共交通

空白地有運送などを検討する

●行政の極的な関与

●地域住民の理解と協力

【求める能】
●地域の実情にあわせた移動サー
ピスが確保されている

②公共交通サービスの向上

【対応策】

●需要に見合った適切な運行形態X3を
構築する

●補助金で維持する路線は、運行内容
又は運用形を見直す収支率などの

ラインを設定する(トリガー方式)

【対】
●1垂i至性・定時制の向上を図る
●乗継環境を改善する
●パリアフリー化を推進する
●M己aS※などの'入により使いやすさを改善する
※Maas (モピリティ・アズ・ア・サービス)とは、バス、電車、タクシーと
いつたあらゆる公共交通機関を、1Tを用いて切れ間なく結びつけ、効率的
かつ便利に人が移動できるシステム。

③公共交通空白地域の拡大抑制・解消

【対応策】

●地域で成立する新たな交通モード※の確立を図る
※乗り合わせタクシーや公共交通空白地有運送など



■幹線・支線(イメージ)

.系統幅綾区間の解消(イメージ)
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■需要と運行形態の関係

Ⅵ

定時定路線のサービス

「亙蚕肩誠、π

画の推進

計画推進に向けて

.市民、交通事業者及ぴ行政が一体となって検討・協議を行います。

既存の路鳥曳網や運行形態を見直しは、市民の利便性低下や事業者間の利害関係が一致しない

ことが想定されるため、行政が主体的かつ積極的に関与していく必要があります。

公共交通が利用できない地域の移動手段の確保は、行政が主導してその対策を実現に'いて

いく必要があります。
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Ⅶ検、

(1)人口規模等に応じた便数、ダイヤの設定

(2)競合路線(路絢(ス)における便数調整

(3)「ハブ&スポーク型」ネツトワークの形成

(4)需要に応じた輸送手段の選択

(5)都市施設^と連携したソ(ス路^見直

(1)路鳥就合線環境の変化と連動したバス路希臭の見直し

(2)市補助路線でのトリガー方式の採用

(3)需要に応じた輸送手段の選択(再掲)

(4)小・中学校統廃合と連携したパス路線等の見直し

(5)道路整備に合わせたバス路鳥泉等の延長

(1)通勤シャトルバスの拡充・快逸(スの'入

(2)バス専用レーンの拡充

(3)主要な交通結節点の整備

(4)パークァンドライド駐車場の整備

(5)車両等のバリアフリー化

(6) MaaSの'入

(フ)観光需要に応じたバス路線等の開設・延長

(8)バス停の新設・移設・フリー乗降区間の拡充

(9)公共交通案内情報の充実(多言語化含む)

(1のロケーシヨンシステムの'入

(1)地域で成立する交通モードの確立・支援
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